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米国 FDAによるインポートアラート（輸入警告）情報（2023年 10月分） 

 

2023年 10月に FDAにより出された食品関係のインポートアラートの一覧は、以下の通り。 

 

番号 種類 日付 インポートアラート名 

21-17 DWPE 10/27/2023 メキシコ産パパイヤに対する、物理的検査なしの拘留 

22-01 DWPE 10/26/2023 メキシコ産カンタロープ（赤肉種のマスクメロン）に対する、物理的検査なしの

拘留 

99-41 DWPE 10/25/2023 外国供給者検証プログラム（FSVP）規制の要件に準拠していない輸入業者

による、ヒト用および動物用食品の輸入に対する、物理的検査なしの拘留 

16-18 DWPE 10/25/2023 生エビに対する、物理的検査なしの拘留 

21-05 DWPE 10/18/2023 不衛生を理由とした、中華人民共和国と香港から輸入されたデーツに対す

る、物理的検査なしの拘留 

20-06 DWPE 10/16/2023 パツリン（かび毒）を理由としたリンゴジュース製品に対する、物理的検査なし

の拘留 

68-19 DWPE 10/16/2023 未承認の動物用医薬品に対する、物理的検査なしの拘留 

69-01 DWPE 10/16/2023 モネンシンを含む薬用飼料が成分基準を満たしていないことを理由とした、

物理的検査なしの拘留 

54-12 監視付

DWPE 

10/12/2023 シベリア人参、またはシベリア人参を含むと表示された食品に対する、物理的

検査なしの拘留 

16-

120 

DWPE 10/6/2023 水産物HACCPに準拠していない外国加工業者（製造業者）から輸入され

た水産物に対する、物理的検査なしの拘留 

99-45 DWPE 10/6/2023 安全でない食品添加物を含む食品に対する、物理的検査なしの拘留 

20-07 DWPE 10/4/2023 ジュース HACCP規制に準拠していない外国加工業者から輸入されたジュ

ースに対する、物理的検査なしの拘留 

16-

124 

DWPE 10/2/2023 未承認薬物による養殖魚介類製品に対する、物理的検査なしの拘留 

16-

119 

DWPE 10/2/2023 輸入業者と外国加工業者（製造業者）による水産物に対する、物理的検査な

しの拘留 

45-06 DWPE 10/2/2023 ステビアの葉、ステビアの葉の粗抽出物を含む食品に対する、物理的検査な

しの拘留 

注：DWPE とは物理的検査なしの拘留(Detain without physical examination)を指す。 

 

10 月に FDA より公表されたインポートアラートは 15 件であった。このうち、水産物に関するものが 4 件、ジュ

ースに係るものが 2 件だった。拘留の理由は様々であるが、傾向としてやはり水産物はよく検査されている。拘

留されたケースはこれ以外にも様々あるとみられるが、拘留されてもインポートアラートに掲載されないものもある。 

 

10/6/2023 のインポートアラート 16-120「水産 HACCP に準拠しない外国加工業者（製造業者）から輸入され

た水産物に対する、物理的検査なしの拘留」については、日本企業（日本に住所のある企業）は今回のインポ

ートアラートの対象ではなかった。しかし、2010 年以降で日本企業 9 社の製品が同インポートアラートに掲載さ

れた。 
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10/6/2023 のインポートアラート 16-119「輸入業者と外国加工業者（製造業者）による水産物に対する、物理的

検査なしの拘留」については、日本企業は今回のインポートアラートの対象ではなかった。しかし、2006 年以降

で日本企業 12 社の製品が同インポートアラートに掲載されたほか、米国企業２社が日本産の水産物を輸入し

てインポートアラートに取り挙げられた。 

 

10/2/2023のインポートアラート 45-06「ステビアの葉、ステビアの葉の粗抽出物に対する、物理的検査なしの拘

留」については、日本企業は今回のインポートアラートの対象ではなかった。しかし、2005 年以降で日本企業

12 社の製品が同インポートアラートに挙げられており、そのうち 9 件が大根を用いた製品であった。ステビア葉

抽出物は、米国 FDA の要件に従って一般に安全と認められているものの (GRAS)、粗ステビア、または全葉ス

テビアは、米国 FDAから GRAS ステータスを取得していない。そのため、食品添加物として使用を許可されて

いないため、インポートアラートの対象となる。 

 

出所： FDA インポートアラート （英語） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【免責条項】本レポートで提供している情報は、ご利用される方のご判断・責任においてご使用下さい。ジェトロ

では、できる限り正確な情報の提供を心掛けておりますが、本レポートで提供した内容に関連して、ご利用され

る方が不利益等を被る事態が生じたとしても、ジェトロおよび執筆者は一切の責任を負いかねますので、ご了承

下さい。 

本レポートに関する問い合わせ先： 

日本貿易振興機構（ジェトロ） 

ロサンゼルス事務所 

TEL：1-213-624-8855 

Email：lag-USPF@jetro.go.jp 
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